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▪貸借対照表
平成 20 年度

（平成21年3月31日現在）
平成 21 年度

（平成22年3月31日現在）

（ 資 産 の 部 ）

現 金 1,109 1,174
預 け 金 454,385 479,966

系 統 預 け 金 454,106 477,624
系 統 外 預 け 金 278 2,341

買 入 金 銭 債 権 ― 4,946
金 銭 の 信 託 43,632 49,714
有 価 証 券 240,302 247,189

国 債 71,995 83,386
地 方 債 3,170 3,271
金 融 債 100,309 101,863
社 債 26,146 27,819
外 国 証 券 28,394 21,529
株 式 3,760 3,472
受 益 証 券 6,526 5,847

貸 出 金 95,423 83,759
手 形 貸 付 722 3,904
証 書 貸 付 64,871 54,936
当 座 貸 越 5,119 3,908
金 融 機 関 貸 付 24,710 21,010

そ の 他 資 産 2,022 2,104
従 業 員 貸 付 金 14 12
差 入 保 証 金 2 2
仮 払 金 136 49
そ の 他 の 資 産 250 582
未 収 収 益 1,529 1,208
未 決 済 為 替 貸 89 249

有 形 固 定 資 産 1,153 1,136
建 物 129 122
土 地 956 956
その他有形固定資産 68 57

無 形 固 定 資 産 1 1
その他無形固定資産 1 1

外 部 出 資 44,045 44,054
系 統 出 資 43,153 43,153
系 統 外 出 資 892 901

繰 延 税 金 資 産 1,994 ―
債 務 保 証 見 返 579 540
貸 倒 引 当 金 △ 817 △ 702

資 産 の 部 合 計 883,831 913,886

平成 20 年度
（平成21年3月31日現在）

平成 21 年度
（平成22年3月31日現在）

（ 負 債 の 部 ）

貯 金 826,301 843,570
当 座 貯 金 8,302 6,285
普 通 貯 金 2,508 2,503
貯 蓄 貯 金 75 133
通 知 貯 金 200 200
別 段 貯 金 345 397
定 期 貯 金 814,855 834,034
そ の 他 の 貯 金 14 16

借 用 金 13,167 14,372
代 理 業 務 勘 定 50 641
そ の 他 負 債 3,270 3,107

未 払 法 人 税 等 7 488
貯金利子諸税その他 12 11
従 業 員 預 り 金 33 31
仮 受 金 458 523
そ の 他 の 負 債 998 1,030
未 払 費 用 1,751 1,009
前 受 収 益 4 2
未 決 済 為 替 借 5 10

諸 引 当 金 1,461 1,730
相 互 援 助 積 立 金 995 1,289
賞 与 引 当 金 11 10
退 職 給 付 引 当 金 385 348
役員退職慰労引当金 68 83

繰 延 税 金 負 債 ― 445
債 務 保 証 579 540
負 債 の 部 合 計 844,830 864,409

（ 純 資 産 の 部 ）

出 資 金 21,760 26,449
（ う ち 後 配 出 資 金 ） （ 13,774） （ 18,463）
回 転 出 資 金 952 977
再 評 価 積 立 金 1 1
利 益 剰 余 金 19,962 20,668

利 益 準 備 金 7,745 7,837
その他利益剰余金 12,217 12,831
電 算 対 策 積 立 金 1,300 1,300
特 別 積 立 金 8,350 8,350
当 期 未 処 分 剰 余 金 2,567 3,181

（ う ち 当 期 剰 余 金 ） （ 457） （ 1,148）
会 員 資 本 合 計 42,676 48,096
その他有価証券評価差額金 △ 3,674 1,381
評価・換算差額等合計 △ 3,674 1,381
純 資 産 の 部 合 計 39,001 49,477
負債及び純資産の部合計 883,831 913,886

（単位：百万円）

社会的責任と貢献活動
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沿革・歩み

業務のご案内

代表者の確認書

商品のご案内

決算の状況

損益の状況
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▪損益計算書

科　　　　　　目 平成20年度
（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

平成21年度
（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

経 常 収 益 12,920 11,976
資 金 運 用 収 益 9,537 9,711
（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （1,288） （1,986）
（ う ち 預 金 利 息 ） （5,445） （4,897）
（うち有価証券利息配当金） （2,799） （2,815）

役 務 取 引 等 収 益 829 760
そ の 他 事 業 収 益 1,809 783
そ の 他 経 常 収 益 744 720

経 常 費 用 12,314 10,181
資 金 調 達 費 用 7,472 6,791
（ う ち 貯 金 利 息 ） （7,422） （6,517）

役 務 取 引 等 費 用 746 685
そ の 他 事 業 費 用 1,330 382
経 費 1,317 1,266
そ の 他 経 常 費 用 1,447 1,055

経 常 利 益 606 1,795
特 別 利 益 3 7
特 別 損 失 0 0
税 引 前 当 期 利 益 610 1,802
法 人 税､ 住 民 税 及 び 事 業 税 6 497
法 人 税 等 調 整 額 146 156
当 期 剰 余 金 457 1,148
前 期 繰 越 剰 余 金 2,109 2,033
当 期 未 処 分 剰 余 金 2,567 3,181

（単位：百万円）

注（うち預金利息）には受取奨励金、受取特別配当金が、（うち貯金利息）には支払奨励金が含まれています。

▪剰余金処分計算書 （単位：百万円）

科　　　　　　目 平成20年度 平成21年度
当 期 未 処 分 剰 余 金 2,567 3,181
剰 余 金 処 分 額 534 771

利 益 準 備 金 92 230
任 意 積 立 金 ー ー
出 資 配 当 金 253 300
事 業 分 量 配 当 金 188 241

次 期 繰 越 剰 余 金 2,033 2,410

注１. 普通出資金の配当率は 2.00%（平成２０年度）、2.00％（平成２１年度）
　　　後配出資金の配当率は 1.00%（平成２０年度）、1.00％（平成２１年度）です。
注２. 事業分量配当金の基準は次の通りです。
　　　定期的貯金（特別定期貯金、中途解約及び期間１年超の定期貯金を除く）の平均残高から同貯金の担保差入れ期間に
　　　対応する平均残高及び当座貸越の平均残高を控除した金額に対し 0.025％（平成２０年度）、0.030％（平成２１年度）。
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【平成21年度　注記表】（自　平成 21 年４月１日　　至　平成 22 年３月 31 日）

１　重要な会計方針に関する事項

　⑴　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しており、金額百万円未満の科目については「０」で表示していま

す。また、取引はあるが期末には残高がない勘定科目は「－」で表示しています。

　⑵　有価証券（外部出資勘定の株式を含む）の評価基準及び評価方法は、有価証券の保有目的区分ごとに次のと

おり行っています。

　　・満期保有目的の債券……定額法による償却原価法（売却原価は移動平均法により算定）

　　・その他有価証券

　　　　　時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

　　　　　時価を把握することが極めて困難と認められるもの……原価法（売却原価は移動平均法により算定）

　　　　　　なお、取得価額と券面金額との差額のうち金利調整と認められる部分については償却原価法による取

得価額の修正を行っています。

　⑶　金銭の信託（合同運用を除く。）において信託財産を構成している有価証券の評価基準及び評価方法は、上

記⑵の有価証券と同様の方法によっており、信託の契約単位ごとに当年度末の信託財産構成物である資産及び

負債の評価額の合計額をもって貸借対照表に計上しています。

　⑷　デリバティブ取引の評価は時価法により行っております。

　⑸　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、それぞれ次の方法により行い資産から直接減額して計上

しています。

　　　　　建物及び設備　　　定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法）を採用しています。なお、主な耐用年数は、建物が２７年～

５０年、設備が６年～２０年です。

　　　　　動　産　　　　　　定率法を採用しています。なお、主な耐用年数は３年～１５年です。

　⑹　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しています。そのうち、自社利用ソフ

トウェアについては、当会における利用可能期間（５年）に基づいて償却しています。

　⑺　外貨建資産は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しています。

　⑻　引当金の計上方法

　　　（会計方針の変更）

　　　一般貸倒引当金の計上については、これまで貸倒実績率により計上していましたが、より合理的な計上とす

るため、当期より貸倒実績率により算定した額と税法基準により算定した繰入限度額とを比較し、いずれか多

い額を計上するように変更しています。なお、この変更により経常利益並びに税引前当期純利益が、それぞれ

１８４百万円減少しています。

　　①貸倒引当金

　　　　貸倒引当金は、「資産の償却・引当要領」に則り、次のとおり計上しています。
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　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という）に係る債権及び

それと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という）に係る債権については、取立不能見込額とし

て債権額から直接減額した後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと

認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以

外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率に基づき算定した額と税法基

準に基づき算定した繰入限度額とを比較し、いずれか多い額（当期は税法基準を採用）を計上しています。

　　　すべての債権は、「自己査定要領」に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する債権等のうち、貸出金については債権額から担保の評価額及び保証に

よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額とし、債務保証の履行により取得した求償権

については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取

立不能見込額として、債権額から直接減額しており、その金額７０百万円です。

　　②退職給付引当金

　　　退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における職員の自己都合退職の場

合の要支給額を基礎として計上しています。

　　　なお、当会は職員数３００人未満の小規模企業等に該当するため、「退職給付会計に関する実務指針（中間報

告）」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第１３号平成１１年９月１４日）により簡便法を採用しています。

　　③役員退職慰労引当金

　　　役員退職慰労引当金については、役員の退任給与の支給に備えるため、「役員退任慰労金支給内規」に基づき、

当期末要支給見積額を計上しています。

　　④賞与引当金

　　　賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する

額を計上しています。

　⑼　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に開始する事業

年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っています。

　⑽　消費税及び地方消費税の会計処理は､ 税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税

等は個々の資産の取得原価に算入しています。

　⑾　「農業協同組合法施行規則」（平成１７年農林水産省令第２７号）別紙様式が「農業協同組合法施行規則等の一

部を改正する省令」（農林水産省令第１８号平成２２年３月１７日）により改正され、平成２２年３月１７日から

施行されたことに伴い貸借対照表における固定資産の表示について、有形固定資産を内訳表示しています。

２　貸借対照表に関する事項

　⑴　有形固定資産の減価償却累計額は898百万円です。
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　⑵　貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な固定資産として、ＡＴＭ、信

用端末機、手形交換システム、紙幣整理機、電子計算機、複写機、車両等があり、未経過リース料年度末残高

相当額は、次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １年以内　 　　　１年超　　　　　　　 合　計

　　所有権移転外ファイナンス・リース　　　　７百万円　　　　８百万円　　　　　１６百万円　　　　

　　オペレーティング・リース　　　　　　　　９百万円　　　２６百万円　　　　　３５百万円

　⑶　担保に供している資産はありません。なお、内国為替決済保証金として預け金３５，０００百万円、先物取引

証拠金の代用として有価証券１，０４４百万円を差し入れています。

　⑷　経営管理委員、理事及び監事に対する金銭債権・債務の額はありません。

　⑸　貸出金のうち、破綻先債権額は１百万円、延滞債権額は６６２百万円です。

　　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第

９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金です。

　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

　⑹　貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権額はありません。

　　　なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。

　⑺　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。

　　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞

債権及び３ヶ月以上延滞債権に該当しないものです。

　⑻　破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は６６４百万円です。

　　　なお、⑸から⑻に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

　⑼　当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、１７，７１５百万円であります。

　⑽　貸出金には、他の債権よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付貸出金

１９，０１０百万円が含まれています。

　⑾　借用金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金１４，３７２百万

円です。
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３　損益計算書に関する事項

　⑴　貸出金償却は、すでに個別貸倒引当金を引き当てていた債権について、償却額と引当金戻入額を相殺して表

示しています。相殺した金額は２５８百万円です。

４　金融商品に関する事項

　⑴　金融商品に対する取組方針

　　　当会は、京都府を事業区域として、地元のＪＡ等が会員となって運営されている相互扶助型の金融機関であ

り、地域経済の活性化に資する地域金融機関です。

　　　ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域へ貸付け、その残りを当会が預かる

仕組みとなっています。

　　　当会では、これを原資として、資金を必要とするＪＡや農業に関連する企業・団体及び、府内の地場企業や

団体、地方公共団体などに貸付を行っています。

　　　また、残った資金は農林中金に預け入れるほか、国債や地方債等の債券、投資信託、株式等の有価証券によ

る運用を行っています。

　⑵　金融商品の内容及びそのリスク

　　　当会が保有する金融資産は、主として府内の取引先（及び個人）に対する貸出金及び有価証券であり、貸出

金は、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

　　　貸出金については、当期末残高のうち、３６．１２％は金融業・保険業に対するものであり、１４．３７％はリー

ス業に対するものです。

　　　有価証券については、主に株式、債券、投資信託であり、満期保有目的、純投資目的（売買目的およびその

他目的）で保有しています。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動

リスクに晒されています。なお、有価証券には、外国債券が２１,５２９百万円ありますが、うち１７,２１３百万

円については、日本国債が担保となっている債券です。

　　　長期借入金は、自己資本増強の一環として、会員である地元のＪＡから借り入れた期限付（永久）劣後特約

付借入金です。

　　　劣後特約付借入金は、債務返済の履行が他の債務よりも後順位である旨の特約が付された無担保・無保証の

借入金であり、自己資本比率の算出において補完的項目として自己資本への計上が認められているものです。

　⑶　金融商品に係るリスク管理体制

　　①信用リスクの管理

　　　当会は、リスクマネジメント基本方針及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金の信用リスク管理

については、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権

への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しています。

　　　これらの与信管理は、営業部のほか総務部リスク管理課により行われ、定期的にリスク管理委員会や理事会

に報告を行っており、また、与信管理の状況については、監査部がチェックしています。

　　　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティリスクに関しては、総務部リス

ク管理課において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

　　②市場リスクの管理

　　　⒜金利リスクの管理

　　　　当会は、ＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しています。



38

　　　　ＡＬＭに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、ＡＬＭ委員会に

おいて実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。

　　　　日常的には総務部リスク管理課において、Ｖａｒによる金利リスクの把握を行っており、月次ベースでリ

スク管理委員会に報告しているほか、金利感応度分析等によるモニタリング結果と併せ、四半期ベースで理

事会に報告しています。

　　　⒝為替リスクの管理

　　  　当会における為替の変動リスクについては、投資顧問付特金においてのみ行うこととしており、かつ先物

によりリスクヘッジを行っています。

　　　⒞価格変動リスクの管理

　　　　有価証券を含む投資商品の保有については、運用限度額を設定し、事前審査のほか、継続的なモニタリン

グを通じて、価格変動リスクの軽減を図っています。これらの情報は総務部リスク管理課を通じ、理事会及

びリスク管理委員会において定期的に報告されています。

　　　　総務部で保有している外部出資の多くは、業務上事業推進目的で保有しているものであり、取引先の市場

環境や財務状況などをモニタリングしています。　

　　

　　　⒟デリバティブ取引

　  　　デリバティブ取引に関しては、運用限度額・損失限度額の設定と、ミドル部門におけるモニタリングによ

り内部牽制を確立するとともに、モニタリング結果は、総務部リスク管理課を通じ理事会及びリスク管理委

員会において定期的に報告されています。

　　③資金調達に係る流動性リスクの管理

　　　当会は、ＡＬＭを通じて適時に資金管理を行うほか、流動性リスクを管理しています。

　⑷　金融商品の時価に関する事項についての補足説明

　　　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前

提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる場合もあります。また、「⑺

金融商品の時価の算定方法」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバ

ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

　⑸　金融商品の貸借対照表計上額および時価等

　　　当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。

　　　なお、時価の把握が困難なものについては、次表には含めず⑺に記載しています。
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（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

預け金 ４７９，９６６ ４７９，１０６ △８５９
買入金銭債権
　売買目的 － － －
　満期保有目的 ４，９４６ ４，９４８ 　２
　その他目的 － － －
　有価証券に該当しないもの － － －
金銭の信託　
　運用目的 ２，９７０ ２，９７０ －
　満期保有目的 ４６，０００ ４７，６１７ １，６１７
　その他目的 ７４３ ７４３ －
有価証券
　売買目的有価証券 － － －
　満期保有目的の債券 ５８，９９８ ６０，０７８ １，０８０
　その他有価証券 １８８，１９１ １８８，１９１ －
貸出金 ８３，７７２
　貸倒引当金 △７０２
　貸倒引当金控除後 ８３，０７０ 83, 553 ４８３

資　産　計 ８６４，８８７ ８６７，２１１ ２，３２４
貯　金 ８４３，５７０ ８４２，１９７ △１，３７３
借用金 １４，３７２ １４，３５３ △１８

負　債　計 ８５７，９４２ ８５６，５５０ △１，３９１

注１. 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。 
　２. 貸出金には、貸借対照表上その他資産に計上している従業員貸付金12百万円を含めています。

　⑹　金融商品の時価の算定方法

　　【資　産】

　　①預け金

　　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満

期のある預け金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである円 Libor・スワップレート

で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

　　②有価証券

　　　株式は取引所の価格により、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっています。

また、投資信託については、公表されている基準価格によっています。

　　③貸出金

　　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。

　　　一方、固定金利によるものは、貸出金の種類、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレー

トである円 Libor・スワップレートで割り引き、貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定していま

す。

　　　なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、元利金の合計額をリスクフリーレートである円 Libor・ス

ワップレートで割り引いた額を、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸倒引当金
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を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。

　　　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わ

る金額としています。

　　【負　債】

　　①貯金

　　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定

期性貯金の時価は、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである円 Libor・スワップレートで割り引

いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

　　②借用金

　　　借用金については全て変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また、当会の信用状態は実行後大きく

異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。

　⑺　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は「外部出資」勘定中の株式であり、⑸の金融商品

の時価情報には含まれていません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貸借対照表計上額

　　　　外部出資　　　　　　　　　　　　　　　　　４４，０５４百万円

　　　注１．外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難と認

められるため､ 時価開示の対象としていません。

　⑻　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年超

預け金 479,966 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円
買入金銭債権

満期保有目的 4,946 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円
その他目的の
うち満期があ
るもの

－ 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円

有価証券
満期保有目的 8,460 百万円 10,905 百万円 10,409 百万円 11,063 百万円 10,484 百万円 7,674 百万円
その他有価証
券のうち満期
があるもの

9,498 百万円 14,774 百万円 18,799 百万円 17,413 百万円 11,362 百万円 104,628 百万円

貸　出　金 21,786 百万円 8,919 百万円 13,296 百万円 7,098 百万円 4,430 百万円 28,078 百万円
合   計 524,658 百万円 34,599 百万円 42,506 百万円 35,575 百万円 26,277 百万円 140,380 百万円

注１．　貸出金のうち、当座貸越5,335 百万円については「１年以内」に含めています。また、期限のない劣後付ローン19,010
百万円については「5 年超」に含めています。

　２．　貸出金のうち、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等149百万円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。

　⑼　借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年超

貯　金 843,485 百万円 25 百万円 60 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円
借用金 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 14,372 百万円
合   計 843,385 百万円 25 百万円 60 百万円 － 百万円 － 百万円 14,372 百万円

注１．　貯金のうち、要求払貯金については「1 年以内」に含めています。
　２．　借用金のうち、期限のない劣後特約付借入金12,409百万円については、「5 年超」に含めています。
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５　有価証券に関する事項

　⑴　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりです。これらには、有価証券のほか、「買入金銭

債権」中の貸付債権信託が含まれています。以下⑶まで同様です｡ 　　　　　　　　　　　

　　①満期保有目的の債券で時価のあるもの

　　　満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りです。
貸借対照表計上額 時   　価 差　   額

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの

国 債 548 百万円 570 百万円 21 百万円
地 方 債 2,008 百万円 2,055 百万円 46 百万円
金 融 債 45,200 百万円 46,006 百万円 806 百万円
社 債 600 百万円 602 百万円 1 百万円
外 国 証 券 7,000 百万円 7,214 百万円 214 百万円
買 入 金 銭 債 権 4,946 百万円 4,948 百万円 2 百万円

小　　計 60,304 百万円 61,396 百万円 1,092 百万円

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

国 債 － 百万円 － 百万円 － 百万円
地 方 債 239 百万円 238 百万円 △ 0 百万円
金 融 債 3,400 百万円 3,391 百万円 △ 8 百万円
社 債 － 百万円 － 百万円 － 百万円
外 国 証 券 － 百万円 － 百万円 － 百万円
買 入 金 銭 債 権 － 百万円 － 百万円 － 百万円

小　　計 3,639 百万円 3,630 百万円 △ 9 百万円
合　　計 63,944 百万円 65,026 百万円 1,082 百万円

　　②その他有価証券

　　　その他有価証券において、種類ごとの取得価額又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額について

は、次のとおりです。

取得原価又は償却原価 貸借対照表計上額 評価差額
貸借対照表計上額が取得原価
又は償却原価を超えるもの

国 債 60,468 百万円 62,650 百万円 2,181 百万円
地 方 債 999 百万円 1,022 百万円 22 百万円
金 融 債 50,227 百万円 51,167 百万円 940 百万円
社 債 24,678 百万円 25,162 百万円 483 百万円
外 国 証 券 11,210 百万円 11,436 百万円 225 百万円
株 式 698 百万円 961 百万円 263 百万円
受 益 証 券 － 百万円 － 百万円 － 百万円

小　　計 148,283 百万円 152,400 百万円 4,117 百万円

貸借対照表計上額が取得原価
又は償却原価を超えないもの

国 債 20,238 百万円 20,187 百万円 △ 51 百万円
地 方 債 － 百万円 － 百万円 － 百万円
金 融 債 2,100 百万円 2,095 百万円 △ 4 百万円
社 債 2,122 百万円 2,056 百万円 △ 66 百万円
外 国 証 券 3,208 百万円 3,092 百万円 △ 116 百万円
株 式 2,991 百万円 2,510 百万円 △ 480 百万円
受 益 証 券 7,070 百万円 5,847 百万円 △ 1,222 百万円

小　　計 37,732 百万円 35,791 百万円 △ 1,941 百万円
合　　計 186,015 百万円 188,191 百万円 2,175 百万円

注１．　上記評価差額金から繰延税金負債672百万円を差し引いた金額1,502百万円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれて
います。

　　③有価証券のうち、その他有価証券として保有する変動利付国債は、市場価格に基づく価額により評価を行っ

ていましたが、「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第25号平成20年10月28日）

の公表を受けて、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、当期末において市場価格を時価とみなせない状態に

あると考えられる銘柄については、経営者による合理的な見積もりに基づく合理的に算定された価額による評
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価を行っています。

　　　この結果、市場価格に基づく価額による評価と比較して、「有価証券」が３，２２５百万円増加、「繰延税金負債」

が１，００５百万円増加、「その他有価証券評価差額金」が２,２１９百万円増加しています。

　　　なお、変動利付国債の合理的な見積もりによる価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フ

ローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算出しており、国債の利回りおよび同利回りの

ボラティリティが主な価格決定変数です。

　　④その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落し、時価が取

得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表価額とすると

ともに、評価差額を当期の損失として処理（以下「減損処理」という。）しています。

　　　当期における減損処理額は、１６１百万円 ( うち、外国証券：９４百万円、株式：６７百万円 ) です。

　　　なお、減損処理にあたっては、当期末における時価が取得原価または償却原価に比べ５０％以上下落した場

合には全て減損処理を行い、３０％以上５０％未満下落した場合は、回復の可能性を考慮して減損処理を行って

います。

　⑵　当年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

　⑶　当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。

 　　　　 　　　　　　　　　　  売却額　　　　　　　　    売却益   　　　　　　売却損

　　　債　　　券　　　　１３１，００８百万円　　　　７７５百万円　　　　　　ー百万円

   　　株　　　式　　　　　　２，００１百万円　　　   　２５百万円　　　　１６０百万円

　　　その他（ＥＴＦ）　　　　１，０５３百万円　　　　　ー 百万円　　　　３４２百万円

　　　合　　　計   　 　  １３４，０６３ 百万円　　　　８００百万円　　　　５０３百万円

　⑷　金銭の信託の保有目的区分別の内訳は次のとおりです。

　　①運用目的の金銭の信託

　　　　　貸借対照表計上額　　　　　　　　　　２, ９７０百万円

　　　　　当年度の損益に含まれた評価差額　　　　　　－百万円

　　②満期保有目的金銭の信託

　　　

貸借対照表計上額 時 　 価 差  　額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの ４６，０００百万円 ４７, ６１７百万円 １, ６１７百万円
時価が貸借対照表計上額を超えないもの －百万円 －百万円 －百万円

合　　　　計 ４６，０００百万円 ４７, ６１７百万円 １, ６１７百万円

　　③その他の金銭信託

　　　

取得原価 貸借対照表計上額 評価差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの －百万円 －百万円 －百万円
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの ９２０百万円 ７４３百万円 △１７６百万円

合　　　　計 ９２０百万円 ７４３百万円 △１７６百万円

　　　
注１．　上記評価差額合計に繰延税金資産５４百万円を加えた金額△１２１百万円が、「その他有価証券評価差額金」に含

まれています。
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６　退職給付に関する事項

　⑴　退職給付

　　①採用している退職給付制度の概要

　　　職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。なお、退職給

付債務・退職給付費用の計上にあたっては「退職給付に係る会計基準」（平成10年6月16日企業会計審議会）

に基づき、簡便法により行なっています。

　　②退職給付債務の額

　　　　退職給付債務� △３４８百万円

　　　　退職給付引当金�  △３４８百万円

　　　　

　　　　　（財）京都府農林漁業団体職員共済会積立金の額� １３４百万円

　　③退職給付費用の内訳

　　　　勤務費用� ２４百万円

　　　　職員共済会掛金� １０百万円

　　　　退職給付費用� ３５百万円

　⑵　人件費には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共

済組合法等を廃止する等の法律附則第５７条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金給

付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上しています。

　　　なお、当事業年度において存続組合に対して拠出した特例業務負担金の額は、８百万円となっています。

　　　また、存続組合より示され平成２２年３月現在における平成４４年３月までの特例業務負担金の将来見込額

は、１３７百万円となっています。

７　税効果会計に関する事項

　⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等

　　　繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は次のとおりです。

当年度　

　　　　　繰延税金資産		

	 　　　　　未払事業税� ３１百万円

	 　　　　　賞与引当金超過額� ３百万円

	 　　　　　減価償却超過額� １９百万円

	 　　　　　貸倒引当金超過額� １８５百万円

	 　　　　　退職給付引当金超過額� １０３百万円

	 　　　　　役員退職慰労引当金超過額� ２６百万円

	 　　　　　相互援助積立金超過額� ４０１百万円

	 　　　　　有価証券有税償却額� ３５百万円

	 　　　　　その他� １百万円

	 　　　　　繰延税金資産小計� ８０８百万円

	 　　　　　評価性引当金� △６３５百万円

	 　　　　　繰延税金資産合計A� １７２百万円
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　　　　　繰延税金負債		

	 　　　　　その他有価証券評価差額金� △６１８百万円

	 　　　　　繰延税金負債合計B� △６１８百万円

　　　　　繰延税金負債の純額A＋B� △４４５百万円

　⑵　法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

　　　法定実効税率　　　３１．１８％

　　　　（調整）

　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目� ０．４８％

　　　　　事業分量配当金�  △４．１７％

　　　　　住民税均等割等� ０．２３％

　　　　　評価性引当額の増減� ８．５３％

　　　　　その他� ０．０５％

　　　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率� ３６．３０％
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【平成20年度　注記表】（自　平成 20 年４月１日　　至　平成 21 年３月 31 日）

１　重要な会計方針に関する事項

　⑴　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しており、金額百万円未満の科目については「０」で表示しており

ます。また、取引はあるが期末には残高がない勘定科目は「－」で表示しております。

　⑵　有価証券（外部出資勘定の株式を含む）の評価基準及び評価方法は、有価証券の保有目的区分ごとに次のと

おり行っています。

　　・満期保有目的の債券……定額法による償却原価法（売却原価は移動平均法により算定）

　　・その他有価証券

　　　　　時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

　　　　　時価のないもの……原価法（売却原価は移動平均法により算定）

　　　　　なお、取得価額と券面金額との差額のうち金利調整と認められる部分については償却原価法による取得

価額の修正を行っています。

　　　　（追加情報）

　　　　　有価証券のうち、その他有価証券として保有する変動利付国債は、市場価格に基づく価額により評価を

行っておりましたが、「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第 25 号平成 20

年 10 月 28 日）の公表を受けて、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、当期末において市場価格を時

価とみなせない状態にあると考えられるため、経営者による合理的な見積もりに基づく合理的に算定され

た価額による評価を行っております。

　　　　　この結果、市場価格に基づく価額による評価と比較して、「有価証券」が 3,118 百万円増加、「繰延税

金資産」が 972 百万円減少、「その他有価証券評価差額金」が 2,146 百万円増加しております。

　　　　　なお、変動利付国債の合理的な見積もりによる価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ

フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算出しており、国債の利回りおよび同利

回りのボラティリティが主な価格決定変数であります。

　⑶　金銭の信託（合同運用を除く。）において信託財産を構成している有価証券の評価基準及び評価方法は、上

記⑵の有価証券と同様の方法によっており、信託の契約単位ごとに当年度末の信託財産構成物である資産及び

負債の評価額の合計額をもって貸借対照表に計上しています。

　⑷　デリバティブ取引の評価は時価法により行っております。

　⑸　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、それぞれ次の方法により行い資産から直接減額して計上

しています。

　　　　　建物及び設備　　　定率法（ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法）を採用しています。なお、主な耐用年数は、建物が 27 年～

50 年、設備が６年～ 20 年です。

　　　　　動　産　　　　　　定率法を採用しています。なお、主な耐用年数は４年～ 15 年です。

　⑹　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しています。そのうち、自社利用ソフ

トウェアについては、当会における利用可能期間（５年）に基づいて償却しています。
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　⑺　外貨建資産は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しています。

　⑻　引当金の計上方法

　　①貸倒引当金

　　　　貸倒引当金は、「資産の評価および償却・引当細則」に則り、次のとおり計上しています。

　　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という）に係る債権及

びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という）に係る債権については、取立不能見込額

として債権額から直接減額した後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を

控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性

が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上してお

ります。

　　　　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率に基づき計上して

おります。

　　　　すべての債権は、「自己査定要領」に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。

　　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する債権等のうち、貸出金については債権額から担保の評価額及び保証

による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額とし、債務保証の履行により取得した求

償権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残

額を取立不能見込額として、債権額から直接減額しており、その金額（累計）は 167 百万円です。

　　②退職給付引当金

　　　　退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における職員の自己都合退職の

場合の要支給額を基礎として計上しています。

　　　　なお、当会は職員数 300 人未満の小規模企業等に該当するため、「退職給付会計に関する実務指針」に

より簡便法を採用しています。

　　③役員退職慰労引当金

　　　　役員退職慰労引当金については、役員の退任給与の支給に備えるため、「役員退任慰労金支給内規」に基

づき、当期末要支給見積額を計上しています。

　　　　なお、役員退職慰労金については、従来その必要額を全国農協役職員共済会に積み立て、支出時の費用と

して処理していましたが、今期より「役員退任慰労金支給内規」に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当

金に計上し、共済会の積立金をその他資産に計上することに変更しています。この変更により、従来の方法

によった場合と比較して、資産が 71 百万円、負債額が 68 百万円増加しています。

　　④賞与引当金

　　　　賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属す

る額を計上しています。

　⑼　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年４月１日前に開始する事業

年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っています。

　　（会計方針の変更）
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　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号平成 19 年 3 月 30 日）及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号同前）が平成 20 年４月１日以後開

始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当年度から同会計基準及び適用指針を適用してお

ります。

　　　　なお、該当するリース資産はありません。

　⑽　消費税及び地方消費税の会計処理は､ 税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税

等は個々の資産の取得原価に算入しています。

２　貸借対照表に関する事項

　⑴　有形固定資産の減価償却累計額は 881 百万円です。

　⑵　貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な固定資産として、ＡＴＭ、信

用端末機、手形交換システム、紙幣整理機、電子計算機、複写機、車両等があり、未経過リース料年度末残高

相当額は、次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １年以内　 　　　１年超　　　　　　　 合　計

　　所有権移転外ファイナンス・リース　　　１２百万円　　　１７百万円　　　　　２９百万円　　　　

　　オペレーティング・リース　　　　　　　　４百万円　　　１２百万円　　　　　１６百万円

　⑶　担保に供している資産はありません。なお、内国為替決済保証金として預け金 35,000 百万円、先物取引

証拠金の代用として有価証券 1,022 百万円を差し入れています。

　⑷　経営管理委員、理事及び監事に対する金銭債権・債務の額はありません。

　⑸　貸出金のうち、破綻先債権額は 201 百万円、延滞債権額は 1,080 百万円です。

　　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部

分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第

96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金です。

　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

　⑹　貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権額はありません。

　　　なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。

　⑺　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。

　　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞

債権及び３ヶ月以上延滞債権に該当しないものです。
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　⑻　破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 1,281 百万円です。

　　　なお、⑸から⑻に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

　⑼　当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、17,923 百万円であります。

　⑽　貸出金には、他の債権よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付貸出金 19,010

百万円が含まれています。

　⑾　借用金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 13,167 百万

円です。

３　損益計算書に関する事項

　⑴　特に注記すべきものはありません。

４　有価証券に関する事項

　⑴　有価証券の時価評価

　　　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりです。

　　①満期保有目的の債券で時価のあるもの

貸借対照表
計  上  額

時   価 差   額
うち益 うち損

国 債 548 百万円 566 百万円 17 百万円 17 百万円 − 百万円
地 方 債 2,153 百万円 2,180 百万円 26 百万円 28 百万円 2 百万円
金 融 債 44,440 百万円 44,580 百万円 180 百万円 215 百万円 34 百万円
社 債 603 百万円 604 百万円 1 百万円 1 百万円 − 百万円
外 国 証 券 7,000 百万円 6,761 百万円 △ 238 百万円 − 百万円 238 百万円
合 計 54,705 百万円 54,692 百万円 △ 12 百万円 262 百万円 275 百万円

注　１. 時価は、当期末における市場価格等に基づいております。
　　２.「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

取得原価
又は償却原価

貸借対照表
計  上  額

評 価 差 額

うち益 うち損

国 債 70,721 百万円 71,446 百万円 725 百万円 1,028 百万円 302 百万円
地 方 債 999 百万円 1,016 百万円 17 百万円 17 百万円 − 百万円
金 融 債 55,723 百万円 55,909 百万円 186 百万円 221 百万円 34 百万円
社 債 25,831 百万円 25,543 百万円 △ 287 百万円 68 百万円 356 百万円
外 国 証 券 22,313 百万円 21,394 百万円 △ 919 百万円 3 百万円 922 百万円
株 式 5,349 百万円 3,760 百万円 △ 1,589 百万円 71 百万円 1,661 百万円
受 益 証 券 9,739 百万円 6,526 百万円 △ 3,213 百万円 − 百万円 3,213 百万円
合 計 190,677 百万円 185,596 百万円 △ 5,081 百万円 1,409 百万円 6,491 百万円

注　１. 貸借対照表計上額は、当期末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
　　２.「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
　　３．上記評価差額に繰延税金資産 1,584 百万円を加えた金額 3,496 百万円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれ
　　　　ています。

　　②その他有価証券で時価のあるもの
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　　③有価証券のうち、その他有価証券として保有する変動利付国債は、市場価格に基づく価額により評価を行っ

ておりましたが、「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第 25 号平成 20 年 10

月 28 日）の公表を受けて、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、当期末において市場価格を時価とみ

なせない状態にあると考えられるため、経営者による合理的な見積もりに基づく合理的に算定された価額に

よる評価を行っております。

　　　　この結果、市場価格に基づく価額による評価と比較して、「有価証券」が 3,118 百万円増加、「繰延税金

資産」が 972 百万円減少、「その他有価証券評価差額金」が 2,146 百万円増加しております。

　　　　なお、変動利付国債の合理的な見積もりによる価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・

フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算出しており、国債の利回りおよび同利回

りのボラティリティが主な価格決定変数であります。

　　④その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時

価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表価額

とするとともに、評価差額を当期の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

　　　　当期における減損処理額は、1,145 百万円 ( うち、外国証券：954 百万円、株式：135 百万円、受益証券：

55 百万円 ) であります。

　　　　なお、減損処理にあたっては、当期末における時価が取得原価または償却原価に比べ 50％以上下落した

場合には全て減損処理を行い、30％以上 50％未満下落した場合は、回復の可能性を考慮して減損処理を

行っております。

　⑵　当年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

　⑶　当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。

 　　　　 　　　売却額　　 　　　　　　 　　    売却益　　　 　　　　　　 売却損

      　　１４７，９９２百万円　　　　　　　１，３７０百万円  　　　 　　８１７百万円

　⑷　時価のない有価証券は「外部出資」勘定中の株式であり、その貸借対照表計上額は、次のとおりです。

　　　　　　　 内　　容　　　　　  　　　　　　　　貸借対照表計上額

　　　　　　その他有価証券

　　　　　　非上場株式（店頭売買株式を除く）　　　　　２６百万円

　⑸　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりです。

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
債 券 16,423 百万円 109,075 百万円 54,990 百万円 49,526 百万円

国 債 − 百万円 548 百万円 28,921 百万円 42,525 百万円
地 方 債 139 百万円 2,341 百万円 688 百万円 − 百万円
金 融 債 14,194 百万円 86,115 百万円 − 百万円 − 百万円
社 債 1,789 百万円 17,506 百万円 6,850 百万円 − 百万円
外 国 証 券 299 百万円 2,563 百万円 18,530 百万円 7,000 百万円

そ の 他 240 百万円 586 百万円 571 百万円 − 百万円
合 計 16,663 百万円 109,661 百万円 55,562 百万円 49,526 百万円
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　⑹　金銭の信託の保有目的区分別の内訳は次のとおりです。

　　　　運用目的の金銭の信託

　　　　　貸借対照表計上額 � 2,963 百万円

　　　　　当期の損益に含まれた評価差額�－ 百万円

　　　　満期保有目的金銭の信託

　　　　　貸借対照表計上額 � 40,000 百万円

　　　　　時　　価 � 40,866 百万円

　　　　　差　　額 � 866 百万円

　　　　　うち益 � 899 百万円

　　　　　うち損 � 32 百万円

　　　　その他の金銭の信託

　　　　　取得原価 �9 28 百万円

　　　　　貸借対照表計上額 � 669 百万円

　　　　　評価差額� △ 258 百万円

　　　　　うち益�－ 百万円

　　　　　うち損 � 258 百万円

　　　　　注　１. 時価は、当期末における市場価格等に基づいております。

　　　　　　　２.「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

　　　　　　　３．上記の評価差額に繰延税金資産 80 百万円を加えた金額 177 百万円が、「その他有価証券評

価差額金」に含まれています。

５　退職給付に関する事項

　⑴　退職給付

　　①採用している退職給付制度の概要

　　　　職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。なお、退職給

付債務・退職給付費用の計上にあたっては「退職給付に係る会計基準」（平成 10 年 6 月 16 日企業会計審

議会）に基づき、簡便法により行なっています。

　　②退職給付債務の額

　　　　　退職給付債務� △ 385 百万円

　　　　　退職給付引当金�  △ 385 百万円

　　　　　（財）京都府農林漁業団体職員共済会積立金の額 � 152 百万円

　　③退職給付費用の内訳

　　　　　勤務費用 � 26 百万円

　　　　　職員共済会掛金� ９百万円

　　　　　退職給付費用 � 36 百万円
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　⑵　人件費には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共

済組合法等を廃止する等の法律附則第５７条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金給

付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上しています。

　　　なお、当事業年度において存続組合に対して拠出した特例業務負担金の額は、７百万円となっています。

　　　また、存続組合より示され平成 21 年３月現在における平成 44 年３月までの特例業務負担金の将来見込額

は、142 百万円となっています。

６　税効果会計に関する事項

　⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等

　　　繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当年度

　　　　　繰延税金資産		

　　　　　　　貸倒引当金超過額 � 166 百万円

　　　　　　　賞与引当金超過額� ３百万円

　　　　　　　退職給付引当金超過額 � 112 百万円

　　　　　　　役員退職慰労引当金超過額 � 21 百万円

　　　　　　　相互援助積立金超過額 � 310 百万円

　　　　　　　有価証券有税償却額 � 14 百万円

　　　　　　　税務上の繰越欠損金 � 159 百万円

　　　　　　　その他 � 22 百万円

　　　　　　　その他有価証券評価差額金		  1,664 百万円

　　　　　　　繰延税金資産小計		  2,476 百万円

　　　　　　　評価性引当金		  △ 482 百万円

　　　　　　　繰延税金資産合計A		  1,994 百万円

　　　　　繰延税金負債		

　　　　　　　その他有価証券		  △－百万円

　　　　　　　繰延税金負債合計B		  △－百万円

　　　　　繰延税金資産の純額（Ａ）＋（Ｂ）		  1,994 百万円
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　⑵　法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

　　　

　　　　　法定実効税率　　31.18％

　　　　（調整）

　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目 � 1.55％

　　　　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目� △ 6.09％

　　　　　事業分量配当金� △ 9.65％

　　　　　住民税均等割等 � 0.85％

　　　　　評価性引当額の増減 � 7.19％

　　　　　その他 � 0.05％

　　　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 � 25.08％

　　　法定実効税率については、平成 20 年 10 月１日以降開始する事業年度から適用される地方法人特別税を含

めて算出しておりますが､ 当年度の繰延税金資産および法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
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ごあいさつ

経営方針

運営体制

事業概況 （平成21年度）

組織の概要 （平成22年６月30日現在）

沿革・歩み

業務のご案内

商品のご案内

事業の概況

経営諸指標

自己資本の充実の状況

各種手数料 （平成22年６月30日現在）

代表者の確認書

ご参考

「ＪＡバンク相談所」のご案内

▪財務諸表の正確性・内部監査の有効性についての確認

確認書

　私は平成 21 年４月１日から平成 22 年３月 31 日までの事業年度のディスクロージ
ャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関する全ての重要な点において関係諸法令
に準拠して適正に表示されていることを確認しております。

　当該確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に
機能していることを確認しております。

　◦業務分掌と所轄部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されて
おります。

　◦業務の実施部署から独立した内部監査部門である監査部が、内部管理体制の適切性・
有効性を検証しており、重要な事項については監査部から理事会等に適切に報告され
ております。

　◦重要な経営情報については理事会等へ適切に付議・報告されております。

　平成22年６月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都府信用農業協同組合連合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事理事長

（注）財務諸表とは、貸借対照表、損益計算書、注記表、剰余金処分計算書を指しています。




